
茨城沿岸海岸保全基本計画
改訂検討委員会 （第2回）

【第１回検討委員会について】

令和7年(2025年) 12月25日



1．第１回検討委員会の概要
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■日 時 ： 令和7年9月22日（月） 10:00～12:00

■場 所 ： 茨城県産業会館 ２階 大会議室

■議 事 ：

（１） 海岸保全基本計画とは

（２） 現計画改訂の背景

（３） 検討の方向性

（４） 今後の予定



2．主な意見と対応
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主 な 意 見 対 応

１．海岸保全基本計画の策定について

茨城沿岸の海岸保全基本計画は、気候変動による不確実な
水位上昇予測に対し、モニタリングに基づき軌道修正する
順応的な管理を導入すべきである。

【P.79 3.2.2(5) ④ 対策
効果のモニタリングの実施】
に記載
【P.106-107 4.2(3) 海岸
保全施設の順応的な段階整
備】に記載

改訂原案 ｐ.79



2．主な意見と対応
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１．海岸保全基本計画の策定について

改訂原案 ｐ.107



2．主な意見と対応
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主 な 意 見 対 応

２．茨城沿岸の現況と課題

砂浜の侵食問題等の有効な対策には、原因を明らかにする
必要がある。
侵食原因の明確化は必要であるが、計画への記述は、事業
者間で共通認識を持ちつつ、少しずつ問題解決を進めてい
くことことに繋がる様にすることが重要。
現計画の限界を踏まえ、気候変動の影響だけでなく、本質
的な課題や共通認識すべき事項を書きすぎることなく記載
することが求められる。
図示する際は、生じる事象のメカニズム、特に侵食による地
盤線低下と防災力低下への気候変動による影響といった一
連の流れについて、誤解が生じないよう注意深く伝えるべ
きである。
気候変動による海面上昇量について、茨城沿岸でその上昇
が確認できていれば数字を示していただきたい。

【P.24 2.1(5) ③ 侵食要
因】に記載
（気候変動の影響が侵食原因
を加速させることが懸念され
る旨追記）

【P.20 2.1(4) 年最高潮位
の発生状況】に記載



2．主な意見と対応
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2．茨城沿岸の現況と課題

改訂原案 ｐ.24



2．主な意見と対応
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前回のH28改訂以降のデータ（2022年）を基に、各潮位観測点におけ
る年最高潮位を整理・追加した。

【年最高潮位の発生状況】

図 2.10 茨城沿岸周辺の年最高潮位の経年変化
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改訂原案 ｐ.20



2．主な意見と対応
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大洗港の年平均潮位の経年変化で見ると上昇傾向。
なお、年平均潮位の経年変化は、大洗港の年平均潮位を水戸電子基準点の

地盤変動で補正を行った。

（参考）年平均潮位の経年変化

（参考） 大洗港における年平均潮位の経年変化（地盤変動考慮）

地盤変動補正前

地盤変動補正後



2．主な意見と対応
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主 な 意 見 対 応

３．海岸の保全に関する基本的な事項

防護ラインは現状維持で考えるのか、セットバックも考え得
るのではないかといったことも指摘しておきたい。
防護ラインは、まちづくり等々を踏まえて調整するべきでも
あるので、今後の課題としてはあって良いと感じた。
安全確保は重要だが、海岸沿いの旅館は景観を重視してお
り、堤防嵩上げによる視認性の低下は経営上の大きなデメ
リットとなる。この点に十分配慮する必要がある。
発災時の最優先選択肢は避難である。護岸・堤防ありきの
計画では、景観や観光への十分な配慮ができなくなる可能
性がある。
海岸堤防の嵩上げは、河川、道路、背後地などのインフラに
影響を与えるため、各計画の整合性を早期に確保し、インフ
ラ整備に支障が出ないよう十分な考慮が必要。

【P.64 3.2.1(3) 気候変動
への適応】を新たに記載

【P.78 3.2.2 (5) 海岸保
全事業の計画】に記載
（気候変動の影響による将来
変化等を地元関係者と共有す
る旨を追記）



2．主な意見と対応
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3．海岸の保全に関する基本的な事項

改訂原案 ｐ.64



2．主な意見と対応
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3．海岸の保全に関する基本的な事項

改訂原案 ｐ.78



2．主な意見と対応
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主 な 意 見 対 応

４．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

順応的、段階的といった文言をわかりやすくまとめていっ
てほしい。
段階的整備では、先行して整備したほうがコスト縮小となる
場合もあり得るので、効率性等の検討も重要と考える。

【P.106～107 4.2(3) 海
岸保全施設の順応的な段階
整備】に記載

（出典） 「港湾における気候変動適応策の実装方針」
（国土交通省港湾局HPより）

「順応（的）」の定義（デジタル大辞泉） ：

環境や境遇の変化に従って性質や行動が
それに合うように変わること

気候変動における将来予測の不確実性を
認め、継続的なモニタリングと検証によって
計画を随時見直し・修正を行っていく。



2．主な意見と対応
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目指すべき堤防高（2100年基準）

2100年2025年

供用期間
（概ね50年間）

天端高

目指すべき堤防高
（現行基準）

改良工事等①

改良工事等②

※ 老朽化の進行、損傷の状況等に応じ
前倒しする可能性あり

0ｍ～
1.5ｍ

20XX年 20XX+α年
（α≒50）

気候変動の影響による外力の変化を評価しながら、供用期間中
の必要な堤防高を満たす基準で段階的に整備を行い、最終的に
2100年基準への適合を目指す。

（参考） 順応的な段階整備の考え方



2．主な意見と対応
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主 な 意 見 対 応

５．これからの海岸づくりに向けた重要事項

海岸防護ラインのみ高さを上げてしまうと河川による災害
時に内陸部が脆弱になる可能性もある。そこは連携の在り
方を工夫してほしい。被害を出す前にやれることはやること
が重要。５章で触れることは重要。

発災後の移住など個人の選択肢を広げる施策と、それに連
動した土地利用規制を検討すべきである。これには首長の
判断と地域住民の合意形成が不可欠であり、今後この議論
を深める必要がある。

【P.137 5.1 海岸管理者等
関係機関における体制づく
り】に記載

（施策の推進にあたっての影
響に「河川」への影響を追記）
（関係機関等との調整等にお
いて、合意形成に努める旨記
載）



2．主な意見と対応
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5．これからの海岸づくりに向けた重要事項

改訂原案 ｐ.137


